
協会けんぽからのお知らぜ

協会けんぽのマイナンバーの取り扱いについて

【マイナンHーの利用開始について]

協会けんぽでは、平成 29年 1月から各種申請書にマイナンH一樹の追加を行います。

また、平成29年7月からは、他の医療保険者や行政機関等との情報連携を開始する予定です。

[マイナンバー利用予定の申請]

平成 29年7月から高額療養費などの給伺申請において、非課税証明書等の証明書の添紺が必要とな

る揚合に、ご本人様からの申し出によりマイナンバーを利用して添付書類の省略を可能とする予定です。

省略が可能となる予定の申請

① 高額療養費の申請

② 高額介護合算療費費の申請

③ 基準収入額適用申請

④ 食事及び生活療費標準負担額の減額申請

⑤ 限度額適用 ・標準負担額減額認定証の申請

【届出の際のお願い]

平成 28年 12月末までの聞は加入者の方のマイナンパ二-1J1dGA三n1E.監査書や住民票をお預かりす

ゑζ与立主主重量企L このため、申請書や住民票についてはマイナンバーが記載されていない儀式で提

出をお願いいたします。

車成 29年 1月以降， i:r墨継続被保険者の万が被技賞者の届出をする際に1<1:、被扶養蓄のマイナンδ
ーの届出が必要となりますので、申請書への記入をお願いいたします。

なお、被保険者の方は、保険証の記霊童呈査星みμ工~¥1E.rc.立包区玄-(j-辺広二(J)記入は不要となり

豆豆L

【変更された申請書等の一覧]

健康保険任意継続被保験者資抱取得申出書

健康保倹任意継続被保験者資楢喪失申出書

健康保険任意継続被保険者被扶餐者(異動)届 (こちらは任意継続用です。〕

健康保険被保隙者証再交付申請書

健康保険高齢受給者証再交付申請書

健康保険限度額適用認定申請書

健康保険 限度額適悶 ・標準負担額減額認定申請書 (こちらは住民平財ド課税の方用です。〕

健康保験傷病手当金支給申請書

健康保険複保践者・被扶養者 ・世椿合算高額療賞費支給申請書

健康保験彼保際音 ・家族療費費支給申請書(立替払等)

健康保険讃保険者・家族療費費支給申請書(治療用装具)

健康保険出産手当金受給申請書

健康保険被保験者 ・家族埋葬料(費)支給申譜醤

健康保隙被保践者 ・家族出産育兜一時金内払金支払依頼書 ・差額申請書※

※出産育児一時金内払金支払依頼書 ・差額申情書 Cはマイナン1¥ー記入欄はありまぜんが、記入の手引きの内容が変

更となりました。



【新僚式の入手について]

協会けんぽ窓口、年金事務所窓口、商工会議所・路工会で 12月 15臼から配的いたします。

なお、別紙により FAXで要求していただければ送付いたします。

ご不明な点がありましたら担当グループまでお問い合わせ下さい。

(お問い合わせ先〉

協会けんぽ信島支部業務グループ

①、②について TEL 024-523-3917 

③~⑤について TEL 024-523-3915 



|協会けんぼの申請書をご希望の際は、 FAX口お申込みいただけます

協会けんぽ福島支部では、各種申請書は郵送での提出をお願いしておりますので、社会保険労務士の皆織に
おかれましでもご協力を賜りたくお願い申し上げます。
なお、下記WFAX申込書』を送信いただくことにより申請書をお送りいたします。お手数ではございますが、この

~FAX申込書』をコピーしてご利用くださいますようお願いいたします。

| 協会けんぽ申請用紙 l;r~ll申込書

同請書送有面

所在地干 全国健康保隙協会福島支部

業務グループ 宛て

名称 FAX 024-523-3841 

↑ 郵送の際に使用しますので指書でご記入願います

日竺主

-保険給付関係

健康保険傷病手当金支給申請書

健康保険出産手当金支給申請書

FAX送信日 :平成

健康保険被保険者・家族出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書

健康保険被保険者・家族出産育児一時金支給申請書

健康保険被保険者・家族療養費支給申請書(立替払等)

健康保険被保険者・家族療養費支給申請書(治療用装具)

健康保険被保険者・家族埋葬料(費)支給申請書

健康保険被保険者・被扶養者・世帯合算高額療養費支給申請書

健康保険限度額適用認定申請書(一般所得者用)

健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(低所得者用)

-任意継続・保険証関係

健康保険任意継続被保険者資格取得申出書

健康保険被保険者証再交付申請書

健康保険高齢受給者証再交付申請書

O 単位lま1枚からお受けします。要求数lこroo枚」とご記入ください。

年 月日

(単位枚 )

要求数

要求数

O 上記に希望される申請書の記載がない場合は、空繍に申請書名をご記入いただくか、下記担当までご連絡

くださいますようお願いいたします。

事務担当 協会けんぽ福島支部業務グループ

申請書を郵送される際は、この宛名を

封筒に貼ってお送りいただけます

干960-8546

"FAX申込書、任継・保険証関係、限度額証に関する問い合わせ T且 024-523-3915
協会けんぽ福島支部行

-保険給付内容に関するお問い合わせ T且 024-523-3917




